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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

１０８

規

程
（
選
）

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
一

○
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

訓

令
（
選
）

○
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

規

則
（
人
）

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二一

訓

令
（
人
）

○
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二三

訓

令
（
監
）

○
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二五

通

達

○
「
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
人
事
委
員
会
）…
二七

規

程
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
又
は
政
治
資
金
監
査
報
告
書
」
を
「
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
又
は
確
認
書
」
に
改
め

る
。別

記
第
一
号
様
式
中

「２
政
治
資
金
監
査
報
告
書
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
限
る
。
）

」
を

「２
政
治
資
金
監
査
報
告
書
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
限
る
。
）

３
確
認
書
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
限
る
。
）

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付

に
関
す
る
規
程
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
二
号

政
党
助
成
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

政
党
助
成
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
、
都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
の
交
付
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
写
し
の
交
付
の
請
求
）
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第
二
条

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
の
交
付
を
請
求
す
る
と

き
は
、
別
記
第
一
号
様
式
（
以
下
「
交
付
請
求
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
交
付
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
交
付
通
知
）

第
三
条

委
員
会
は
、
都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
と
き
は
、
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
旨

並
び
に
交
付
す
る
日
時
及
び
場
所
を
書
面
（
別
記
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
（
以
下
「
交
付
通

知
」
と
い
う
。
）
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

委
員
会
は
、
都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
の
交
付
を
請
求
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
交
付
通
知

を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

委
員
会
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
速
や
か
に
交
付
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
交
付
通
知
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当

該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

（
写
し
の
交
付
）

第
四
条

都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
と
き
に
提
出
す
る
交
付
申
込
書
は
、
別
記
第

三
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

２

委
員
会
は
、
都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
と
き
は
、
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
関
係

手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
五
号
）
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料
額
を
受
領
す

る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
五
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
の
交
付
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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訓

令
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

別
表
第
一
中
「
（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
一
）
」
及
び

「
又
は
区
分
十
二
」
を
削
る
。

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
人
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
及
び
経
験
者
」
を
「
、
経
験
者
及
び
社
会
人
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
ハ
の
項
中

「警
察
官

消
防
吏
員

Ⅰ
類

０
３

１
４

３

を

Ⅱ
類

０
４

２
４

３

Ⅲ
類

０
５

３
４

３

」

「警
察
官

消
防
吏
員

Ⅰ
類

０
３

１
４

３

に

Ⅱ
類

０
４

２
４

３

Ⅲ
類

０
５

３
４

３

警
察
官

社
会
人

０
３

１
４

３

」

改
め
、
同
項
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
職
務
の
級
欄
に
掲
げ
る
数
字
の
う
ち
「
０
」
は
、
当
該
職
務
の
級
に
決
定
す
る
た
め
に
必
要

な
経
験
年
数
を
示
す
。

２
社
会
人
の
経
験
年
数
の
起
算
に
つ
い
て
は
、
経
験
年
数
起
算
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

別
表
第
五
中
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「
経
験
者

２
年

２
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

７
年

９
年

」
を

「

経
験
者

２
年

２
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

７
年

９
年

に

社
会
人

２
年

２
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

７
年

９
年

」

改
め
る
。

別
表
第
六
ハ
の
項
中

「

警
察
官

消
防
吏
員

Ⅰ
類

１
級

２５号
給

を

Ⅱ
類

１
級

１７号
給

Ⅲ
類

１
級
９
号
給

」

「

警
察
官

消
防
吏
員

Ⅰ
類

１
級

２５号
給

に

Ⅱ
類

１
級

１７号
給

Ⅲ
類

１
級
９
号
給

警
察
官

社
会

人
１
級

３３号
給

」

改
め
、
同
項
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

試
験
（
選
考
）
欄
の
区
分
が
社
会
人
の
者
の
う
ち
、
経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る
「
大
学
専

攻
科
卒
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
の
欄
中
「
１
級
３３号

給
」
と

あ
る
の
は
「
１
級
３７号

給
」
と
、
試
験
（
選
考
）
欄
の
区
分
が
社
会
人
の
者
の
う
ち
、
経
験
年
数

起
算
表
に
お
け
る
「
修
士
課
程
修
了
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給

の
欄
中
「
１
級
３３号

給
」
と
あ
る
の
は
「
１
級
４１号

給
」
と
す
る
。

別
表
第
七
イ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
七
ハ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
七
ホ
の
項
か
ら
ト
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す

る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
初
任
給
調

整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
職
員
に
支
払
わ
れ
た
初
任
給
調
整
手
当
は
、
改
正
後
の

規
則
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
調
整
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

訓

令
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

中

西

充

別
表
第
一
中
「
（
東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
別
に
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
区
分
十
一
）
」
を
削
り
、
「
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も

の
に
つ
い
て
は
区
分
六
）
」
を
「
東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認

を
得
て
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
六
）
」
に
改
め
、
「
又
は
区
分
十
二
」
を

削
る
。

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
三
号

東
京
都
監
査
事
務
局

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
監
査
委
員

保

坂

ま
さ
ひ
ろ

東
京
都
監
査
委
員

中

村

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

後

藤

靖

子

東
京
都
監
査
委
員

小

粥

純

子

別
表
第
一
中
「
（
東
京
都
代
表
監
査
委
員
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
一
）
」
、
「
又

は
区
分
十
二
」
及
び
「
（
東
京
都
代
表
監
査
委
員
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
二
）
」
を

削
る
。

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

通

達
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